
一般会計補正予算（第５号）　　［令和２年３月１９日議案可決］

　予算総額

　補正の内容

　繰越明許費（追加）

　債務負担行為補正（追加）

境　港　市　　　令 和 元 年 度 ３ 月 補 正 予 算

会　計　区　分　等 補　正　額

一般会計補正予算（第５号） １，３７５万４千円

Ａ 補正前の予算額 １７９億５，３７６万　 　円

Ｂ 補正額 １，３７５万４千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） １７９億６，７５１万４千円

（単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

児童クラブ運営事業 1,701 1,701 0

新型コロナウイルス対策事業 12,053 12,053 0

計 13,754 13,754 0 0 0 0

事    業    名 補 正 額

（単位：千円）

事　　業　　名

新型コロナウイルス対策事業 12,053 年度内に完了することが困難なため。

金　　額 繰越理由

（単位：千円）

新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金 R元～R５
融資実行日から３年を経過する日までの間

に生じる利子の額

事　　項 期　　間 限　　度　　額

- 1 -



一般会計補正予算（第５号）

[単位：千円]

児童クラブ運営事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.2.1 補正額 1,701 1,701 0

金額

7 賃金 1,701

【新規】 新型コロナウイルス対策事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 12,053 12,053 0

金額 ■説明

〇国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策に伴う補助金を活用し、

　保育所や児童クラブなどの児童福祉施設等における緊急対策を実施する。

18 備品購入費 4,376

＜主な内容＞

・小学校の臨時休業に伴い、臨時開設する児童クラブの指導員賃金

・保育所や認定こども園等の子ども用マスクの購入

・保育所などの児童福祉施設等に配布する消毒剤や石けんなどの購入

款・項・目 所　属 金　額

教育
総務課

1,701

1,701

教育
総務課

4,000

7,053

12,053

13,754

【財源内訳】
　　国 10/10

［参考］
介護施設、障がい福祉サービス施設、幼稚園、認可外保育施設については、
県が主体となって実施

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

教育総務課

担当課 費　目

節別内訳

11 需用費 7,677

事業名

項目 事業費

健康推進課
ほか

節別内訳

1,000

ファミリーサポートセンター

健康
推進課

利用者支援、
乳児家庭全戸訪問

3.2.1

計

児童クラブ（８カ所）
※夕日ヶ丘含む

4.1.2

計

児童クラブ（７カ所）

5,053

保育所、
認定こども園、
小規模保育所
（全13園）子育て

支援課

ひまわり・きらきら

養育支援訪問 2,000

合　　計

臨時開設に伴う指導員賃金

内　容

手指消毒剤、子ども用マスク、
手洗い石けん、空気清浄機など

手指消毒剤、体温計、
手洗い石けん、
次亜塩素酸ナトリウム
（消毒剤）、園児用マスク、
保護衣、
空気清浄機など

小　計

手指消毒剤、

殺菌性電解水生成装置など

対　象

1


